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１．はじめに

小稿の目的は，２００２年調査の家計費調査スサナスを用いて，ジャワ島内貧困

家計の消費行動を，消費保険仮説によって説明できるかどうか検討を試みるこ

とである。

２００２年時点に，インドネシアの貧困水準以下の人口比率が１８．２％と(1)，イン

ドネシア国民の約１／５が貧困状態にあり，未だ，インドネシアにおける貧困問

題は解消せず，依然として所得格差が存在しているといえる。したがって，貧

困家計の消費行動およびその属性を明らかにすることは，貧困家計の厚生を高

める上で有効であるといえる。小稿の課題への接近方法として，インドネシア

の家計調査である２００２年調査のスサナスの個別結果表を用い，貧困家計におい

て，消費保険仮説が妥当するかどうかを検討することである。

なお，消費保険仮説とは，「個々の世帯の消費の変化は，世帯の平均的な消

費の変化によって規定され，所得等，個々の世帯固有リスクの変化によって，

規定されない」というものであり，消費保険仮説の理論と実証に関する系譜に

ついては，Mace（１９９１），Cochrane（１９９１），および，Dynarski and Gruber（１９９７）

を参照されたい(2)。

インドネシアの家計調査は，インドネシア語で，Survei Sosial Economi Na-

sional（National Socio-economic Survey）と呼ばれ，略して，スサナス SUSENAS
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と呼ばれている。小稿において，インドネシアの家計調査をスサナスで表す。

使用したデータはジャワ島部分（ジャカルタ特別州，西ジャワ州，中部ジャワ

州，ジョクジャカルタ特別州，および東ジャワ州）における２００２年調査対象の

スサナスのコア部分の家計サンプル（８１，９２０）とモジュール部分の家計サンプ

ル（３１，７１７）とを照合し，各州の都市部と農村部との各貧困ライン以下の家計

サンプル（３，３０５）を抽出し，これを貧困家計のサンプルとしたものである。

抽出されたサンプルを，都市部家計収支黒字家計と家計収支赤字家計，および

農村部家計収支黒字家計と家計収支赤字家計とを，年齢別に集計し，その平均

値からなる４つの系列を代表的な貧困家計のコーホートと見なす擬似パネルを

用いて，消費保険仮説がジャワ島内の貧困家計において受容されるかどうか検

討を試みる。

以下，２において，分析に利用するデータであるスサナスについて説明し，

３において，インドネシアの人口の３／５が居住するジャワ島内における貧困家

計のスサナス個別結果表を用いて，記述統計から，消費に関する貧困家計の特

性を明らかにする。４において，貧困家計の疑似パネルデータを用いて，消費

保険仮説の検証を試みる。そして，５はむすびにあてられる。

２．データ

スサナスは，コア（Kor）部分とモジュール（Modul）部分とに分けて，毎

年実施される。コア部分は共通部分で，毎年の調査部分に含まれるが，モジュー

ル部分は，（１）消費と所得，（２）健康，教育と住居環境，および，（３）社会文化，

犯罪と国内旅行との３部分に分かれ，各部分は３年毎に調査される。分析に用

いた２００２年スサナスは，消費と所得とが，モジュールとなった年である。

２００２年のスサナスは，２０００年の人口センサスをベースとしたマスター・サン

プリング・フレームを用いて，都市部と農村部との調査地域が決定された。そ

して，都市部では，２段階の選択基準で，また，農村部では，３段階の選択基

準で，１調査地域より１６戸の家計がサンプルとして選択され，調査が実施され

た(3)。なお，都市部と農村部との判別は，調査地域の人口密度，農家家計の割
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合および公共施設へのアクセスとについてのスコアを作成して，それをおこ

なっている。

分析に用いられたデータは，インドネシア人口の３／５が居住するジャワ島部

分（ジャカルタ特別州，西ジャワ州，中部ジャワ州，ジョクジャカルタ特別州，

および東ジャワ州）の２００２年に実施されたスサナスの個別結果表のコア部分と

モジュール部分とである。コア部分には，調査家計の家族の個人情報が含ま

れ，モジュール部分には，調査家計の消費と所得の情報が含まれている(4)。小

稿においては，まず，２００２年調査対象のスサナスのコア部分の家計サンプル

（８１，９２０）から，サンプルコードを照合キーとすることによって，モジュール

部分の家計サンプル（３１，７１７）に対応するコア部分の家計サンプルを抽出した。

そして，各州の都市部と農村部との貧困ライン以下の家計サンプル（３，３０５）

を抽出し，これを貧困家計のサンプルとした(5)。

表１は，２００２年スサナスのジャワ島内モジュール部分の家計サンプルと抽出

表１ スサナスにおける家計のサンプル数（２００２年，ジャワ島）

コア モジュール 貧困家計

（１）
都市部
（２）

農村部
（３）

合 計
（４）

都市部
（５）

農村部
（６）

合 計
（７）

サンプル数

ジャカルタ特別州 ６，０８０ ５，８７４ ０ ５，８７４ １４２ ０ １４２
西ジャワ州 １８，１１２ ３，５７８ ３，３６５ ６，９４３ １１２ ３４５ ４５７
中部ジャワ州 ２５，２４８ ３，０５６ ４，３１８ ７，３７４ ２０１ ８８７ １，０８８
ジョクジャカルタ特別州 ３，４５６ １，４９２ １，４１３ ２，９０５ ８９ ３０５ ３９４
東ジャワ州 ２９，０２４ ３，６８９ ４，９３２ ８，６２１ ２２１ １，００３ １，２２４

合 計 ８１，９２０ １７，６８９ １４，０２８ ３１，７１７ ７６５ ２，５４０ ３，３０５
合 計 （２） ７５，８４０ １１，８１５ １４，０２８ ２５，８４３ ６２３ ２，５４０ ３，１６３

構成比（A）
（％）

ジャカルタ特別州 １００．０ ０．０ １００．０ １００．０ ０．０ １００．０
西ジャワ州 ５１．５ ４８．５ １００．０ ２４．５ ７５．５ １００．０
中部ジャワ州 ４１．４ ５８．６ １００．０ １８．５ ８１．５ １００．０
ジョクジャカルタ特別州 ５１．４ ４８．６ １００．０ ２２．６ ７７．４ １００．０
東ジャワ州 ４２．８ ５７．２ １００．０ １８．１ ８１．９ １００．０

合 計 ５５．８ ４４．２ １００．０ ２３．１ ７６．９ １００．０
合 計 （２） ４５．７ ５４．３ １００．０ １９．７ ８０．３ １００．０

構成比（B）
（％）

ジャカルタ特別州 ７．４ ３３．２ ０．０ １８．５ １８．６ ０．０ ４．３
西ジャワ州 ２２．１ ２０．２ ２４．０ ２１．９ １４．６ １３．６ １３．８
中部ジャワ州 ３０．８ １７．３ ３０．８ ２３．２ ２６．３ ３４．９ ３２．９
ジョクジャカルタ特別州 ４．２ ８．４ １０．１ ９．２ １１．６ １２．０ １１．９
東ジャワ州 ３５．４ ２０．９ ３５．２ ２７．２ ２８．９ ３９．５ ３７．０

合 計 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

（資料）２００２年 SESUNAS個別結果表より計算。
（注） 合計（２）はジャカルタ特別州を除いた場合である。なお，貧困家計は，貧困ライン以下の家

計である。構成比は，パーセントを示す。まるめの誤差のため，合計は１００％となるとは限
らない。
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された貧困家計サンプルとの地域別，都市農村別分布状況とを示したものであ

る。ジャワ島全体でモジュール部分のサンプル分布を見れば，都市部のサンプ

ル数は５５．８％，農村部のサンプル数は，４４．２％となり，半数以上が都市部のサ

ンプルとなっている。しかし，貧困家計のサンプル分布は，都市部が２３．１％と

なり，農村部が７６．９％となり，約３／４強が農村部サンプルとなっている。ジャ

カルタ特別州を除けば，農村部の貧困家計のサンプル分布は更に強まり，貧困

家計の４／５が農村部に分布するサンプルとなっている(6)。

貧困家計の地域別サンプル割合は，ジャカルタ特別州が４．３％，西ジャワ州

が１３．８％，中部ジャワ州が３２．９％，ジョクジャカルタ特別州が１１．９％，および

東ジャワ州が３７．０％であり，東ジャワ州のサンプル割合が最大で，次いで中部

ジャワ州のサンプル割合が大きく，ジャカルタ特別州のサンプル割合が最小と

なっている(7)。したがって，東ジャワ州と中部ジャワ州との農村部に，多くの貧

困家計サンプルが分布しているといえる。これらサンプルを用いて，以下分析

を進める。

３．貧困家計の家計費収支

貧困家計における家計費の配分において，最大の関心事は，稼得所得で消費

支出を賄えるかどうかであろう。スサナスのモジュールにおける稼得所得は，

賃金・サラリー，農業所得，家内事業所得，および資産所得の４種類が調査計

上されており，小稿において，これら４種類の所得の和を家計所得とし，これ

から消費支出総額を控除した額を，家計費収支とした(8)。

図１は，縦軸に所得と消費支出総額とを，そして横軸に世帯主の年齢を目盛

り(9)，上記ジャワ島全体の貧困家計について，所得と消費支出総額とのプロファ

イルを描いたものである(10)。図１によれば，世帯主年齢が２０歳代半ばより５０歳

代半ばに至る貧困家計の収支は，明白な黒字を示し，所得の変動に比べ，消費

支出総額の変動が小さい点，すなわち，消費支出変動の平滑化が観察される。

そして，世帯主年齢が６０歳代半ば以上の貧困家計の収支は，黒字と赤字とが混

在し，６０歳代半ば以下の家計と異なる点が観察される。
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図２と図３とは，図１と同様のプロファイルをジャワ島都市部と農村部との

貧困家計について，描いたものである。図２と図３とによれば，図１で観察さ

れたとの同一の点が観察される。

図１，図２および図３において観察された所得の変動に比べ，消費支出総額

の変動が小さい点，すなわち，消費支出平滑化の要因は何であろうか。これら

の図におけるプロファイルは，各世帯主年齢の家計平均値について描かれたも

のであり，各サンプルの家計費収支は，これらの図において観察された点と異

なることも予想される。この点を確認するために，次の相関表を作成した。

表２は，貧困家計における家計費収支と世帯主年齢との相関表を，都市部と

農村部とについて作成したものである。なお，表側の数値の単位は，１万ルピ

アである。表２によれば，両者の間に明白な相関が観察されないが(11)，各世帯

主年齢とも，赤字家計と黒字家計とのサンプルが存在している点が観察される。

そして，各年齢クラスとも，マイナス５万ルピア超えゼロ以下クラスと，ゼロ

を超え５万ルピア未満クラスとにサンプルが集中している点が観察される(12)。

家計費収支赤字と黒字との貧困家計の存在が，貧困家計の消費支出平滑化の源

泉であろうか。家計費収支赤字と黒字との貧困家計の存在する理由を考察する

ために，家計費収支と，家計収支の元である所得，消費支出総額および消費支

出総額の大部分を占める食料費との関係を観察すれば，以下のようになる。

表３は，貧困家計における家計費収支と所得との間の相関表を，都市部と農

村部とについて作成したものである。表３によれば，都市部の最頻値が，農村

部のそれよりも高く，都市部の貧困家庭の平均所得が，農村部のそれより高い

点が読みとれるが，都市部と農村部ともに，家計費収支と所得との間に，明白

な正の相関が存在することが観察される(13)。所得と消費支出との間には正の相

関が存在するに点は，経済学における定説であるが，家計費収支と，消費支出

総額および食料費との関係はどうであろうか。

表４は，貧困家計における家計費収支と消費支出総額との間の相関表を，表

５は，貧困家計における家計費収支と食料費との間の相関表を，それぞれ都市

部と農村部とについて作成したものである。表４によれば，家計費収支と消費

支出総額との間の関係が，都市部と農村部ともに，明白でなくなった点が観察
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される。表５の場合における家計費収支と食料費との間の関係も，消費支出総

額の場合以上に，両者の間に相関が観察されないといえる(14)。

貧困家計における家計費収支に影響を与える他の要因を探るために，表６か

ら表８の相関表を作成した。表６は，貧困家計における家計費収支と家族員数

との間の相関表を，都市部と農村部とについて作成したものである。表６によ

れば，家計費収支と家族員数との間の関係は，都市部と農村部ともに，全体で

見れば明白でないが，家計費赤字家計と家計費黒字家計とに分割すると，両者

の間に若干の正の関係が存在する点が観察される(15)。

表７は，貧困家計における家計費収支と世帯主最終学歴との間の相関表を，

都市部と農村部とについて作成したものである。表７によれば，貧困家計の世

帯主の最終学歴は，都市部と農村部ともに，小学校卒業が最頻値を示し，次い

で，小学校中退と無教育のサンプルが多い点が観察される。しかし，家計費収

支と世帯主最終学歴との間の関係は，都市部と農村部ともに，無関係であると

いえる。

表８は，貧困家計における家計費収支と世帯主業種との間の相関表を，都市

部と農村部とについて作成したものである。表８によれば，都市部貧困家計の

世帯主の業種は，農林水産業の２８．０％，商業の１５．４％，無職の１４．０％，製造業

の１２．８％，建設業の９．０％，その他サービス業の８．９％といった具合に多くの産

業に分布しているが，農村部のそれは，農林水産業の６８．４％，無職の９．７％，

製造業の６．４％，商業の５．６％，建設業の４．１％と，農林水産業に偏りを示して

いる。しかし，表８によれば，家計費収支と世帯主業種との間に相関が存在す

るといえない。

貧困家計の消費支出平滑化の要因を探るために，貧困家計における世帯主年

齢と，家計収支の元である所得，消費支出総額および食料費との関係を観察す

れば，以下のようになる。

表９は，貧困家計における世帯主年齢と所得との間の相関表を，都市部と農

村部とについて作成したものである。表９によれば，都市部と農村部ともに，

世帯主年齢の上昇とともに家計所得の上昇するサンプルが増加し，世帯主年齢

３０代から６０代でピークを迎え，その後，家計所得の低下するサンプルが多くな
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表
２

貧
困
家
計
の
家
計
費
収
支
と
世
帯
主
年
齢
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
８
） ８４ ５６ ９６ １８
４

１０
１ ４７ ４６ ２０ １３
１

７６
５

２１
４

２１
４

５６
６

７６
３

３３
４

１５
２ ７６ ６７ １５
４

２
，５
４０

３
，３
０５

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

８０
歳
以
上

（
７
） ３ ４ ３ ２ ０ ０ ０ ０ １ １３ １１ １０ １１ １０ ９ ３ ０ １ １ ５６ ６９ ３
．６
７
．１
３
．１
１
．１
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．８

１
．７

７０
歳
以
上

８０
歳
未
満

（
６
） １４ ６ ５ ９ ５ ２ ５ ０ ６ ５２ ２６ ２７ ５０ ４４ ２１ ４ ３ ３ ４ １８
２

２３
４

１６
．７

１０
．７
５
．２
４
．９
５
．０
４
．３

１０
．９
０
．０
４
．６

６
．８

６０
歳
以
上

７０
歳
未
満

（
５
） １６ ８ １９ １８ １６ ５ ３ ４ １７ １０
６ ４６ ３２ ９０ １０
５ ４２ １４ １８ ８ ２８ ３８
３

４８
９

１９
．０

１４
．３

１９
．８
９
．８

１５
．８

１０
．６
６
．５

２０
．０

１３
．０

１３
．９

５０
歳
以
上

６０
歳
未
満

（
４
） ８ １０ １８ ３０ ７ ４ １１ ５ ３９ １３
２ ３８ ４５ ９７ １５
０ ５８ ３４ １３ １２ ３４ ４８
１

６１
３

９
．５

１７
．９

１８
．８

１６
．３
６
．９
８
．５

２３
．９

２５
．０

２９
．８

１７
．３

４０
歳
以
上

５０
歳
未
満

（
３
） ２３ １３ ２６ ６１ ３２ １５ １６ ６ ３５ ２２
７ ４６ ５４ １６
６

１８
９

１０
１ ４８ １５ １７ ４２ ６７
８

９０
５

２７
．４

２３
．２

２７
．１

３３
．２

３１
．７

３１
．９

３４
．８

３０
．０

２６
．７

２９
．７

３０
歳
以
上

４０
歳
未
満

（
２
） １７ １５ １９ ５５ ３４ １５ ８ ４ ２４ １９
１ ３８ ３７ １２
８
２１
１ ８２ ３７ ２１ ２３ ３８ ６１
５

８０
６

２０
．２

２６
．８

１９
．８

２９
．９

３３
．７

３１
．９
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．４

２０
．０
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．３
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．０

３０
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未
満

（
１
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０
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４
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６
．９
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６
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６
．９

５
．８

世
帯
主
年
齢

家
計
費
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支
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－
５
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－
１０
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え
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５
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満
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ン
プ
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構
成
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表
３

貧
困
家
計
の
家
計
費
収
支
と
所
得
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１２
） ８４ ５６ ９６ １８
４

１０
１ ４７ ４６ ２０ １３
１

７６
５

２１
４

２１
４

５６
６

７６
３

３３
４

１５
２ ７６ ６７ １５
４

２
，５
４０

３
，３
０５

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
以
上

（
１１
） １ ０ １ ２ ５ ６ ８ ２ ７１ ９６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ３７ ３８ １３
４

１
．２
０
．０
１
．０
１
．１
５
．０

１２
．８

１７
．４

１０
．０

５４
．２

１２
．５

９０
以
上

１０
０
未
満

（
１０
） ３ ０ ３ ４ ２ ２ ３ ３ １５ ３５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ２ ２０ ２５ ６０ ３
．６
０
．０
３
．１
２
．２
２
．０
４
．３
６
．５

１５
．０

１１
．５

４
．６

８０
以
上

９０
未
満

（
９
） ２ ０ ０ ７ １ ３ ２ １ １４ ３０ ０ ０ ０ ０ ５ ２ ３ ２ ２６ ３８ ６８ ２
．４
０
．０
０
．０
３
．８
１
．０
６
．４
４
．４
５
．０

１０
．７

３
．９

７０
以
上

８０
未
満

（
８
） ２ ２ ５ ９ ３ ６ １０ １ １２ ５０ １ １ ４ ７ ７ ６ ９ ８ ３２ ７５ １２
５

２
．４
３
．６
５
．２
４
．９
３
．０

１２
．８

２１
．７
５
．０
９
．２

６
．５

６０
以
上

７０
未
満

（
７
） ４ ４ ６ ２０ １４ ６ ５ ６ １３ ７８ ２ ４ １４ ２０ ２５ ２７ １０ ２２ ２９ １５
３

２３
１

４
．８
７
．１
６
．３

１０
．９

１３
．９

１２
．８

１０
．９

３０
．０
９
．９

１０
．２
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以
上
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未
満

（
６
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満
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３
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９
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２
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．０
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未
満
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１
１６
０ ３５ ９ ０ ０ ０ ４２
５

５１
２

２２
．６

２３
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１６
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１５
．８
８
．９
２
．１
０
．０
０
．０
０
．０

１１
．４

１０
以
上

２０
未
満

（
２
） １１ １ １３ ９ ２ ０ ０ ０ ０ ３６ ４５ ３８ ８３ ６５ ５ １ ０ ０ ０ ２３
７

２７
３

１３
．１
１
．８

１３
．５
４
．９
２
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０

４
．７

１０
未
満

（
１
） １９ １１ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３６ ７２ ２９ ２４ １ ０ ０ ０ ０ ０ １２
６

１６
２

２２
．６

１９
．６
６
．３
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０

４
．７

所
得

家
計
費
収
支

－
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以
下

－
５
以
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－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
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未
満

１０
以
上
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未
満
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以
上
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未
満

２０
以
上
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－
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上
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以
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未
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以
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都
市
部

農
村
部

都
市
部

サ
ン
プ
ル
数

構
成
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A
）

（
％
）
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資
料
）
２０
０２
年

SE
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N
A

S
個
別
結
果
表
よ
り
計
算
。

（
注
）

表
頭
と
表
側
と
の
数
値
の
単
位
は
，
１
万
ル
ピ
ア
で
あ
る
。
構
成
比
は
，
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
す
。
ま
る
め
の
誤
差
の
た
め
，
合
計
は
１０
０
％
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
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表
４

貧
困
家
計
の
家
計
費
収
支
と
消
費
支
出
総
額
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１２
） ８４ ５６ ９６ １８
４

１０
１ ４７ ４６ ２０ １３
１

７６
５

２１
４

２１
４

５６
６

７６
３

３３
４

１５
２ ７６ ６７ １５
４

２
，５
４０

３
，３
０５

（
資
料
）
２０
０２
年

SE
SU

N
A

S
個
別
結
果
表
よ
り
計
算
。

（
注
）

表
頭
と
表
側
と
の
数
値
の
単
位
は
，
１
万
ル
ピ
ア
で
あ
る
。

１０
０
以
上

（
１１
） １１ ０ １ １ ３ ４ １ ０ １１ ３２ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ３３

９０
以
上

１０
０
未
満

（
１０
） １ ０ ３ ３ ２ ２ ４ ０ ８ ２３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ２ ２５

８０
以
上

９０
未
満

（
９
） ３ ０ ０ ３ ２ １ ３ １ ６ １９ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ６ ２５

７０
以
上

８０
未
満

（
８
） ５ ４ ５ １２ １ １ ３ ２ ９ ４２ ４ １ ４ ５ ７ ２ ４ ０ ０ ２７ ６９

６０
以
上

７０
未
満

（
７
） １１ ５ ８ １５ ６ ９ ２ ２ １９ ７７ １６ ９ １８ １３ ８ ２ ３ ３ １０ ８２ １５
９

５０
以
上

６０
未
満

（
６
） １２ １１ １２ ２７ １５ ４ １３ ２ ２１ １１
７ ２２ １６ ４９ ６４ ３３ ２０ ８ ７ ２５ ２４
４

３６
１

４０
以
上

５０
未
満

（
５
） ８ ９ １８ ２９ １５ ８ ６ ２ ２１ １１
６ ５０ ５１ ９５ １６
４ ７６ ３８ １６ １８ ４３ ５５
１

６６
７

３０
以
上

４０
未
満

（
４
） １６ １０ １８ ４８ ３３ １１ １１ ６ １３ １６
６ ４８ ５６ １８
０

２３
８

１０
６ ４２ ２８ ２３ ４１ ７６
２
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以
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満

（
３
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満
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２
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８

３３
６

１０
未
満

（
１
） ０ ６ ５ ０ １ ０ ０ ０ １３ ２５ ０ １７ １８ ４ １ ３ ０ ０ ９ ５２ ７７

消
費
支
出
総
額

家
計
費
収
支

－
１０
以
下

－
５
以
下
－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
１０
未
満

１０
以
上
１５
未
満

１５
以
上
２０
未
満

２０
以
上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

－
１０
以
下

－
５
以
下
－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
１０
未
満

１０
以
上
１５
未
満

１５
以
上
２０
未
満

２０
以
上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

ジ
ャ
ワ
島
合
計

都
市
部

農
村
部

サ
ン
プ
ル
数
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表
５

貧
困
家
計
の
家
計
費
収
支
と
食
料
費
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１２
） ８４ ５６ ９６ １８
４

１０
１ ４７ ４６ ２０ １３
１

７６
５

２１
４

２１
４

５６
６

７６
３

３３
４

１５
２ ７６ ６７ １５
４

２
，５
４０

３
，３
０５

（
資
料
）
２０
０２
年

SE
SU

N
A

S
個
別
結
果
表
よ
り
計
算
。

（
注
）

表
頭
と
表
側
と
の
数
値
の
単
位
は
，
１
万
ル
ピ
ア
で
あ
る
。

１０
０
以
上

（
１１
） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

９０
以
上

１０
０
未
満

（
１０
） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

８０
以
上

９０
未
満

（
９
） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ３

７０
以
上

８０
未
満

（
８
） ４ ０ １ １ １ ２ ０ ０ ３ １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ２ １４

６０
以
上

７０
未
満

（
７
） １ ０ ３ ２ １ １ ５ ０ ８ ２１ ３ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ５ ２６

５０
以
上

６０
未
満

（
６
） ６ １ １ ７ ２ ４ ３ ２ ３ ２９ ９ ２ ８ ８ ４ ２ ２ １ ３ ３９ ６８

４０
以
上

５０
未
満

（
５
） １８ ９ １１ ２１ １２ １０ ９ ４ ３０ １２
４ ２２ １５ ３１ ４０ ２０ ６ ８ ７ １２ １６
１

２８
５

３０
以
上

４０
未
満

（
４
） １８ １５ ２２ ４８ ２３ ８ １２ ３ ２９ １７
８ ４６ ４８ １１
２

１５
９ ８１ ３６ １５ １２ ５３ ５６
２

７４
０

２０
以
上

３０
未
満

（
３
） ２１ １６ ２８ ５７ ４０ １７ １４ ８ ２８ ２２
９ ６５ ７６ ２１
６
２９
４
１２
９ ５６ ３６ ２９ ５０ ９５
１

１１
８０

１０
以
上

２０
未
満

（
２
） １５ ４ ２１ ４１ １８ ５ ３ ２ １１ １２
０ ６３ ５３ １５
９
２３
５ ９０ ４７ １４ １５ ２３ ６９
９

８１
９

１０
未
満

（
１
） １ １１ ９ ７ ４ ０ ０ １ １５ ４８ ５ ２０ ４０ ２７ ９ ５ ０ ２ １２ １２
０

１６
８

食
料
費

家
計
費
収
支

－
１０
以
下

－
５
以
下
－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
１０
未
満

１０
以
上
１５
未
満

１５
以
上
２０
未
満

２０
以
上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

－
１０
以
下

－
５
以
下
－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
１０
未
満

１０
以
上
１５
未
満

１５
以
上
２０
未
満

２０
以
上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

ジ
ャ
ワ
島
合
計

都
市
部

農
村
部

サ
ン
プ
ル
数
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表
６

貧
困
家
計
の
家
計
費
収
支
と
家
族
員
数
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１１
） ８４ ５６ ９６ １８
４

１０
１ ４７ ４６ ２０ １３
１

７６
５

２１
４

２１
４

５６
６

７６
３

３３
４

１５
２ ７６ ６７ １５
４

２
，５
４０

３
，３
０５

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
人
以
上

（
１０
） ２ １ ２ １ ０ ２ ３ １ ６ １８ ３ ０ １ １ １ ０ ０ １ １ ８ ２６ ２
．４
１
．８
２
．１
０
．５
０
．０
４
．３
６
．５
５
．０
４
．６

２
．４

９
人

（
９
） ２ １ ２ ４ １ ３ １ ２ ３ １９ ４ ４ ６ ４ ４ １ ０ ０ ２ ２５ ４４ ２
．４
１
．８
２
．１
２
．２
１
．０
６
．４
２
．２

１０
．０
２
．３

２
．５

８
人

（
８
） ８ ０ ３ ７ ３ ２ ３ １ １２ ３９ １１ ２ ９ １０ ６ ３ ６ ２ １ ５０ ８９ ９
．５
０
．０
３
．１
３
．８
３
．０
４
．３
６
．５
５
．０
９
．２

５
．１

７
人

（
７
） １５ ７ ８ １４ １１ ８ ４ １ １６ ８４ ２０ １３ ３０ ５０ １９ ８ ７ ７ １７ １７
１

２５
５

１７
．９

１２
．５
８
．３
７
．６

１０
．９

１７
．０
８
．７
５
．０

１２
．２

１１
．０

６
人

（
６
） １６ ９ １７ ２９ １２ ４ １３ ２ ２９ １３
１ ２５ ２７ ９０ ８８ ５２ ２５ ９ １１ ３４ ３６
１

４９
２

１９
．０

１６
．１

１７
．７

１５
．８

１１
．９
８
．５

２８
．３

１０
．０

２２
．１

１７
．１

５
人

（
５
） １５ １１ ２１ ４２ ２０ １３ １０ ５ ２８ １６
５ ５０ ５３ １０
５

１７
３ ９２ ３５ ２０ １５ ４５ ５８
８

７５
３

１７
．９

１９
．６

２１
．９

２２
．８

１９
．８

２７
．７

２１
．７

２５
．０

２１
．４

２１
．６

４
人

（
４
） １０ １２ １６ ５１ ３３ １１ １０ ３ ２３ １６
９ ４３ ４８ １３
８

２２
２ ８１ ４０ ２１ １７ ３６ ６４
６

８１
５

１１
．９

２１
．４

１６
．７

２７
．７

３２
．７

２３
．４

２１
．７

１５
．０

１７
．６

２２
．１

３
人

（
３
） ７ ３ ９ ２０ １３ ３ １ ４ １０ ７０ ３１ ２７ １０
５
１３
３ ５４ ２４ ９ １１ １５ ４０
９

４７
９

８
．３
５
．４
９
．４

１０
．９

１２
．９
６
．４
２
．２

２０
．０
７
．６

９
．２

２
人

（
２
） ９ ６ １３ １６ ８ １ １ １ ３ ５８ ２７ ２３ ６４ ７８ ２４ １４ ４ ３ ３ ２４
０

２９
８

１０
．７

１０
．７

１３
．５
８
．７
７
．９
２
．１
２
．２
５
．０
２
．３

７
．６

１
人

（
１
） ０ ６ ５ ０ ０ ０ ０ ０ １ １２ ０ １７ １８ ４ １ ２ ０ ０ ０ ４２ ５４ ０
．０

１０
．７
５
．２
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．８

１
．６

家
族
員
数

家
計
費
収
支

－
１０
以
下

－
５
以
下
－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
１０
未
満

１０
以
上
１５
未
満

１５
以
上
２０
未
満

２０
以
上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

－
１０
以
下

－
５
以
下
－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
１０
未
満

１０
以
上
１５
未
満

１５
以
上
２０
未
満

２０
以
上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

ジ
ャ
ワ
島
合
計

－
１０
以
下

－
５
以
下
－
１０
超
え

０
以
下
－
５
超
え

０
超
え

５
未
満

５
以
上
１０
未
満

１０
以
上
１５
未
満

１５
以
上
２０
未
満

２０
以
上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

都
市
部

農
村
部

都
市
部

サ
ン
プ
ル
数

構
成
比（

A
）

（
％
）
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１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１１
．０
７
．３

１２
．５

２４
．１

１３
．２
６
．１
６
．０
２
．６

１７
．１

１０
０
．０

８
．４
８
．４

２２
．３

３０
．０

１３
．１
６
．０
３
．０
２
．６
６
．１

１０
０
．０

２３
．１

７６
．９

１０
０
．０

（
資
料
）
２０
０２
年

SE
SU

N
A

S
個
別
結
果
表
よ
り
計
算
。

（
注
）

表
側
の
数
値
の
単
位
は
，
１
万
ル
ピ
ア
で
あ
る
。
構
成
比
は
，
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
す
。
ま
る
め
の
誤
差
の
た
め
，
合
計
は
１０
０
％
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

１
．４
０
．０
０
．２
０
．１
０
．３
０
．０
０
．０
１
．５
０
．６

０
．３

０
．８

１１
．１
５
．６

１１
．１
５
．６
０
．０

１１
．１

１６
．７
５
．６

３３
．３

１０
０
．０

３７
．５
０
．０

１２
．５

１２
．５

１２
．５
０
．０
０
．０

１２
．５

１２
．５

１０
０
．０

６９
．２

３０
．８

１０
０
．０

１
．９
１
．９
１
．１
０
．５
１
．２
０
．７
０
．０
０
．０
１
．３

１
．０

１
．３

１０
．５
５
．３

１０
．５

２１
．１
５
．３

１５
．８
５
．３

１０
．５

１５
．８

１０
０
．０

１６
．０

１６
．０

２４
．０

１６
．０

１６
．０
４
．０
０
．０
０
．０
８
．０

１０
０
．０

４３
．２

５６
．８

１０
０
．０

５
．１
０
．９
１
．６
１
．３
１
．８
２
．０
７
．９
３
．０
０
．６

２
．０

２
．７

２０
．５
０
．０
７
．７

１７
．９
７
．７
５
．１
７
．７
２
．６

３０
．８

１０
０
．０

２２
．０
４
．０

１８
．０

２０
．０

１２
．０
６
．０

１２
．０
４
．０
２
．０

１０
０
．０

４３
．８

５６
．２

１０
０
．０

９
．４
６
．１
５
．３
６
．６
５
．７
５
．３
９
．２

１０
．４

１１
．０

６
．７

７
．７

１７
．９
８
．３
９
．５

１６
．７

１３
．１
９
．５
４
．８
１
．２

１９
．０

１０
０
．０

１１
．７
７
．６

１７
．５

２９
．２

１１
．１
４
．７
４
．１
４
．１
９
．９

１０
０
．０

３２
．９

６７
．１

１０
０
．０

１１
．７

１２
．６

１５
．９

１１
．５

１５
．６

１６
．４

１１
．８

１６
．４

２２
．１

１４
．２

１４
．９

１２
．２
６
．９

１３
．０

２２
．１
９
．２
３
．１
９
．９
１
．５

２２
．１

１０
０
．０

６
．９
７
．５

２４
．９

２４
．４

１４
．４
６
．９
２
．５
３
．１
９
．４

１０
０
．０

２６
．６

７３
．４

１０
０
．０

２３
．４

２４
．８

１８
．６

２２
．７

２７
．５

２３
．０

２６
．３

２２
．４

２９
．２

２３
．１

２２
．８

９
．１
６
．７

１２
．７

２５
．５

１２
．１
７
．９
６
．１
３
．０

１７
．０

１０
０
．０

８
．５
９
．０

１７
．９

２９
．４

１５
．６
６
．０
３
．４
２
．６
７
．７

１０
０
．０

２１
．９

７８
．１

１０
０
．０

２０
．１

２２
．４
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表
７

貧
困
家
計
の
家
計
費
収
支
と
世
帯
主
最
終
学
歴
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１０
） ８４ ５６ ９６ １８
４

１０
１ ４７ ４６ ２０ １３
１

７６
５

２１
４

２１
４

５６
６

７６
３

３３
４

１５
２ ７６ ６７ １５
４

２
，５
４０

３
，３
０５

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

修
士
・
博
士

修
了

（
９
） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．８

０
．１

デ
ィ
プ
ロ
マ
４

修
了

（
８
） ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３

０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
２
．０
０
．０
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．０
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．８

０
．４
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プ
ロ
マ
３

修
了

（
７
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０
．０
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．０
０
．０
０
．０
０
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．０
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業
高
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学
校
卒
業

（
６
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．０
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５
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．０
１
．８
１
．０
３
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．０
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６
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中
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卒
業

（
４
） １０ ３ ８ １５ １２ ５ ６ １ ２２ ８２ １１ ６ １９ ３０ ２０ ９ １ ５ ６ １０
７
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９
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．９
５
．４
８
．３
８
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５
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業
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．３
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．４
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．６
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．７

３７
．０
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表
８

貧
困
家
計
の
家
計
費
収
支
と
世
帯
主
業
種
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１２
） ８４ ５６ ９６ １８
４

１０
１ ４７ ４６ ２０ １３
１

７６
５

２１
４

２１
４

５６
６

７６
３

３３
４

１５
２ ７６ ６７ １５
４

２
，５
４０

３
，３
０５

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

そ
の
他

サ
ー
ビ
ス
業

（
１１
） １２ ５ １１ １２ ５ ６ １ ３ １３ ６８ ４ ３ ８ ２３ ７ ３ ２ ２ ８ ６０ １２
８

１４
．３
８
．９

１１
．５
６
．５
５
．０

１２
．８
２
．２

１５
．０
９
．９

８
．９

一
般
政
府

（
１０
） ０ ０ ０ １ ２ １ ０ ０ ０ ４ １ ０ ０ ３ １ ０ ０ ２ ４ １１ １５ ０
．０
０
．０
０
．０
０
．５
２
．０
２
．１
０
．０
０
．０
０
．０

０
．５

ビ
ジ
ネ
ス
・

サ
ー
ビ
ス
業

（
９
） ０ ０ ２ ２ １ ０ ０ ０ １ ６ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ７

０
．０
０
．０
２
．１
１
．１
１
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．８

０
．８

金
融
・

不
動
産
業

（
８
） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ２ ２

０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０

０
．０

運
郵
・

通
信
業

（
７
） ３ ３ １０ ２６ ７ ６ ４ ０ １２ ７１ ２ １ ８ ２４ １３ ５ ２ ３ ８ ６６ １３
７

３
．６
５
．４

１０
．４

１４
．１
６
．９

１２
．８
８
．７
０
．０
９
．２

９
．３

商
業

（
６
） １３ ７ １１ ２５ ２０ １０ ５ １ ２６ １１
８ ４ ６ ２２ ４７ ２１ １５ ７ ４ １５ １４
１

２５
９

１５
．５

１２
．５

１１
．５

１３
．６

１９
．８
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．３

１０
．９
５
．０
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．８

１５
．４

建
設
業

（
５
） ２ ２ ６ １６ ８ ７ ７ ５ １６ ６９ ４ １ ２０ ３３ １５ ５ ８ ９ １０ １０
５

１７
４

２
．４
３
．６
６
．３
８
．７
７
．９

１４
．９

１５
．２

２５
．０

１２
．２

９
．０

製
造
業

（
４
） ９ ８ ４ ２８ １３ ６ ８ ３ １９ ９８ ５ ９ ３５ ５１ ２８ １１ ８ ９ ７ １６
３

２６
１

１０
．７

１４
．３
４
．２

１５
．２

１２
．９

１２
．８

１７
．４

１５
．０

１４
．５

１２
．８

鉱
業

（
３
） ０ ０ １ ３ ５ ０ ０ ０ １ １０ １ ０ ２ ３ ０ １ ０ ０ ０ ７ １７ ０
．０
０
．０
１
．０
１
．６
５
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．８

１
．３

農
林

水
産
業

（
２
） １５ １５ ３７ ５６ ３１ ８ １９ ８ ２５ ２１
４

１３
２
１５
６
４３
２
５３
１
２２
０ ９９ ４５ ３１ ９２

１７
３８

１９
５２

１７
．９

２６
．８

３８
．５

３０
．４

３０
．７

１７
．０

４１
．３

４０
．０

１９
．１

２８
．０

無
職

（
１
） ３０ １６ １４ １５ ９ ３ ２ ０ １８ １０
７ ６１ ３８ ３８ ４８ ２９ １３ ３ ７ ９ ２４
６

３５
３

３５
．７

２８
．６

１４
．６
８
．２
８
．９
６
．４
４
．４
０
．０

１３
．７

１４
．０

世
帯
主
業
種

家
計
費
収
支

－
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以
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超
え
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満
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満
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満
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満
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計
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ャ
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合
計

－
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－
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－
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超
え

０
以
下
－
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超
え

０
超
え

５
未
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上
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未
満
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以
上
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未
満

１５
以
上
２０
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満

２０
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上
２５
未
満

２５
以
上 合
計

都
市
部

農
村
部

都
市
部

サ
ン
プ
ル
数

構
成
比（

A
）

（
％
）
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資
料
）
２０
０２
年

SE
SU

N
A

S
個
別
結
果
表
よ
り
計
算
。

（
注
）

表
側
の
数
値
の
単
位
は
，
１
万
ル
ピ
ア
で
あ
る
。
構
成
比
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パ
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セ
ン
ト
を
示
す
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誤
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た
め
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合
計
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１０
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表
９

貧
困
家
計
の
世
帯
主
年
齢
と
所
得
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１２
） ４４ １９
１

２２
７

１３
２

１０
６ ５２ １３ ７６
５

１４
５

６１
５

６７
８

４８
１

３８
３

１８
２ ５６

２
，５
４０

３
，３
０５

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
以
上

（
１１
） ７ １４ ２８ ３０ １４ ３ ０ ９６ １ ４ ９ １１ １１ ２ ０ ３８ １３
４

１５
．９
７
．３

１２
．３

２２
．７

１３
．２
５
．８
０
．０

１２
．５

０
．７
０
．７
１
．３
２
．３
２
．９
１
．１
０
．０

１
．５

４
．１

９０
以
上

１０
０
未
満

（
１０
） ０ ４ ２０ ５ ５ １ ０ ３５ ０ ５ １２ ４ ４ ０ ０ ２５ ６０ ０
．０
２
．１
８
．８
３
．８
４
．７
１
．９
０
．０

４
．６

０
．０
０
．８
１
．８
０
．８
１
．０
０
．０
０
．０

１
．０

１
．８

８０
以
上

９０
未
満

（
９
） ０ ５ １４ ７ ３ １ ０ ３０ ０ ８ １３ １１ ６ ０ ０ ３８ ６８ ０
．０
２
．６
６
．２
５
．３
２
．８
１
．９
０
．０

３
．９

０
．０
１
．３
１
．９
２
．３
１
．６
０
．０
０
．０

１
．５

２
．１

７０
以
上

８０
未
満

（
８
） ３ １３ １４ １２ ５ ３ ０ ５０ ４ １２ １６ ２６ １１ ４ ２ ７５ １２
５

６
．８
６
．８
６
．２
９
．１
４
．７
５
．８
０
．０

６
．５

２
．８
２
．０
２
．４
５
．４
２
．９
２
．２
３
．６

３
．０

３
．８

６０
以
上

７０
未
満

（
７
） ２ ２８ ２８ １６ ２ ２ ０ ７８ ２ ３６ ６３ ２６ １９ ５ ２ １５
３

２３
１

４
．６

１４
．７

１２
．３

１２
．１
１
．９
３
．９
０
．０

１０
．２

１
．４
５
．９
９
．３
５
．４
５
．０
２
．８
３
．６

６
．０

７
．０

５０
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６０
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満

（
６
） ４ ３３ ３５ ７ １３ ５ １ ９８ ７ ７８ １１
０ ５６ ３７ １５ ５ ３０
８

４０
６

９
．１

１７
．３

１５
．４
５
．３

１２
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９
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７
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．８

４
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５

５９
５
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１５
．２

１０
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５
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０
．０
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１４
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６
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２

２
．３
０
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２
．２
１
．５
９
．４

２１
．２

４６
．２

４
．７

３
．５
１
．１
１
．９
４
．０
９
．１

１７
．６

２６
．８
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２９
．２
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３
．１
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．０
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０
．０

２
．６
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２８
．９
５
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．０
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．０
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．０

０
．０

１１
．４
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る点が観察される。これらの点は，図２と図３とで観察された点を再確認する

ものである。

表１０は，貧困家計における世帯主年齢と消費支出総額との間の相関表を，表

１１は，貧困家計における世帯主年齢と食料費との間の相関表を，それぞれ都市

部と農村部とについて作成したものである。表１０によれば，都市部と農村部と

もに，世帯主年齢と消費支出総額との間の相関は観察されないし，表１１におい

ても，同様に，世帯主年齢と食料費との間の相関が観察されない(16)。

図４から図９は，貧困家計の消費支出平滑化の要因を探るために，表４と表

１０，および表５と表１１とを，統合した別の形で図示したものである。すなわち，

家計費黒字家計と家計費赤字家計とについて，消費支出総額と食料費との年齢

別平均値を，ジャワ島全体，ジャワ島都市部およびジャワ島農村部について，

図示したものである。図４から図６によれば，ジャワ島全体，都市部および農

村部ともに，家計費黒字家計の消費支出総額と家計費赤字家計の消費支出総額

とは，年齢変化とともに，各年齢において近似的水準で推移している点が観察

される。また，図７から図９によれば，食料費の場合においても同様の点が観

察される。

以上の図表の観察結果より，貧困家計の消費支出平滑化の要因として，表４

および表６より表１１において選んだ変数以外の社会的要因が働いていると考え

られる。したがって，小稿では，社会的要因として，構成員によるリスク・シェ

アリングの考え方に基づいた消費保険仮説によって，貧困家計の消費支出平滑

化を説明できるかどうかの検証を試みる。

４．消費保険仮説の検証

消費平滑化を説明する仮説として，ライフサイクル仮説または恒常所得仮説

が有名である。これらは，個々の家計が所得変化に対して主体的に対応するこ

とによって消費の平滑化を説明するものである。これに対して，消費保険仮説

は，個々の家計が所得変化に対して主体的に対応するのでなく，ある社会的な

力によって消費の平滑化を説明するものである。

－１０８－ インドネシア貧困家計の消費行動の数量分析

小稿における消費保険仮説の検証は，Mace（１９９１）の方法を用いた(17)。彼

女の方法は，個人を世帯に読み替えて，次式に示すように，t期における i番

目の世帯の消費変動△Citを，t期の世帯間の平均消費の変動部分△Catと t期に

おける i番目の世帯の所得変動△Yitとに回帰させ，

△Cit＝β0＋β1△Cat＋β2△Yit＋uit （１）

その回帰係数が，

β1＝１，かつ，β2＝０ （２）

が成立するかどうかによって検証をおこなうものである(18)。すなわち，（２）式

が成立すれば，消費保険仮説が成立する。なお，uitは確率誤差項である。

小稿の分析対象として用いるスサナスは，１時点の調査データであり，（１）

式に対応しない。そこで，前節の図を描くためのデータ系列，すなわち，都市

部家計収支黒字家計と赤字家計，および農村部家計収支黒字家計と赤字家計と

に対して作成した世帯主年齢別の平均値系列を，４個のサンプルからなるパネ

ルデータと仮定する（疑似パネルと呼ばれる）。加えて，世帯主年齢が１歳上

がると１期間変化すると仮定し，上記（１）式に対応するデータを作成した。ま

た，（１）式の回帰式計測の際，消費変動の対象として，消費支出総額と消費支

出総額の大部分を占める食料費とを取り上げ，計測対象の年齢を，２５歳から６０

歳とした(19)。そして，（１）式に世帯属性を示す変数として家族員数が説明変数

に加えられた(20)。

計測結果は，表１２に示される(21)。表１２において，消費保険仮説の検定，すな

わち，（２）式のβ1＝１，かつ，β2＝０が成立するかどうかは，表の最後の行

の F－値によって行われる。通常の検定方法は，帰無仮説が，否決されて対立

仮説が採用されるという形で行われるが，表１２の F－値の対象は，帰無仮説に

相当し，帰無仮説が否決できないから，β1＝１，かつ，β2＝０が成立すると

いう弱い形での検定方法となっている。

表１２の F－値とその p－値に注目すれば，有意水準を１０％に置くと，都市部

の場合，食料費と消費支出総額ともに，F－値が小さく，かつ，p－値が大き

い点が観察され，消費保険仮説が成立している点が読みとれる。農村部の場合，

食料費と消費支出総額ともに，F－値が大きく，かつ，p－値が非常に小さい

インドネシア貧困家計の消費行動の数量分析 －１０９－
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５
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．１

２５
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５
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０
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．０
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．０
８
．０

１０
０
．０

１
．９
１
．９
９
．６

２６
．９

３２
．７

１９
．２
７
．７

１０
０
．０

３２
．５

６７
．５

１０
０
．０

３０
歳
未
満

３０
歳
以
上
４０
歳
未
満

４０
歳
以
上
５０
歳
未
満

５０
歳
以
上
６０
歳
未
満

６０
歳
以
上
７０
歳
未
満

７０
歳
以
上
８０
歳
未
満

８０
歳
以
上 合
計

３０
歳
未
満

３０
歳
以
上
４０
歳
未
満

４０
歳
以
上
５０
歳
未
満

５０
歳
以
上
６０
歳
未
満

６０
歳
以
上
７０
歳
未
満

７０
歳
以
上
８０
歳
未
満

８０
歳
以
上 合
計

ジ
ャ
ワ
島
都
市
部
合
計

ジ
ャ
ワ
島
農
村
部
合
計

ジ
ャ
ワ
島
合
計

都
市
部

農
村
部

構
成
比（

B
）

（
％
）

インドネシア貧困家計の消費行動の数量分析 －１１１－



表
１１

貧
困
家
計
の
世
帯
主
年
齢
と
食
料
費
と
の
相
関
表
（
ジ
ャ
ワ
島
，
２０
０２
年
）

合
計

（
１０
） ４４ １９
１

２２
７

１３
２

１０
６ ５２ １３ ７６
５

１４
５

６１
５

６７
８

４８
１

３８
３

１８
２ ５６

２
，５
４０

３
，３
０５

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

１０
０
．０

８０
以
上

（
９
） ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ５

０
．０
０
．０
０
．９
１
．５
０
．０
０
．０
０
．０

０
．５

０
．７
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０
０
．０

０
．０

０
．２

７０
以
上

８０
未
満

（
８
） １ ２ １ ４ ３ １ ０ １２ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ２ １４ ２
．３
１
．１
０
．４
３
．０
２
．８
１
．９
０
．０

１
．６

０
．０
０
．２
０
．０
０
．０
０
．３
０
．０
０
．０

０
．１

０
．４

６０
以
上

７０
未
満

（
７
） １ ２ １０ ３ ４ １ ０ ２１ ０ ０ ２ １ ２ ０ ０ ５ ２６ ２
．３
１
．１
４
．４
２
．３
３
．８
１
．９
０
．０

２
．８

０
．０
０
．０
０
．３
０
．２
０
．５
０
．０
０
．０

０
．２

０
．８

５０
以
上

６０
未
満

（
６
） ０ ７ １１ ５ ４ ２ ０ ２９ ０ ４ １３ １４ ５ ２ １ ３９ ６８ ０
．０
３
．７
４
．９
３
．８
３
．８
３
．９
０
．０

３
．８

０
．０
０
．７
１
．９
２
．９
１
．３
１
．１
１
．８

１
．５

２
．１

４０
以
上

５０
未
満

（
５
） ３ ３０ ４９ ２８ １２ ２ ０ １２
４ ３ ２３ ５４ ３９ ３４ ７ １ １６
１

２８
５

６
．８

１５
．７

２１
．６

２１
．２

１１
．３
３
．９
０
．０

１６
．２

２
．１
３
．７
８
．０
８
．１
８
．９
３
．９
１
．８

６
．３

８
．６

３０
以
上

４０
未
満

（
４
） ２ ４３ ７３ ３７ １６ ７ ０ １７
８ ９

１３
２

１９
９

１２
０ ７０ ２５ ７ ５６
２

７４
０

４
．６

２２
．５

３２
．２

２８
．０

１５
．１

１３
．５
０
．０

２３
．３

６
．２

２１
．５

２９
．４

２４
．９

１８
．３

１３
．７

１２
．５

２２
．１

２２
．４

２０
以
上

３０
未
満

（
３
） １７ ８２ ５９ ２８ ２６ １６ １ ２２
９ ４９ ３０
５
２６
９
１６
５
１１
１ ４３ ９ ９５
１

１１
８０

３８
．６

４２
．９

２６
．０

２１
．２

２４
．５

３０
．８
７
．７

２９
．９

３３
．８

４９
．６

３９
．７

３４
．３

２９
．０

２３
．６

１６
．１

３７
．４

３５
．７

１０
以
上

２０
未
満

（
２
） １６ ２１ １７ １８ ２８ １３ ７ １２
０ ８０ １４
７
１２
４
１１
５
１２
８ ７３ ３２ ６９
９

８１
９

３６
．４

１１
．０
７
．５

１３
．６

２６
．４

２５
．０

５３
．８

１５
．７

５５
．２

２３
．９
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．３

２３
．９

３３
．４

４０
．１

５７
．１

２７
．５

２４
．８

１０
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満

（
１
） ４ ４ ５ ７ １３ １０ ５ ４８ ３ ３ １７ ２７ ３２ ３２ ６ １２
０

１６
８

９
．１
２
．１
２
．２
５
．３

１２
．３

１９
．２

３８
．５

６
．３

２
．１
０
．５
２
．５
５
．６
８
．４

１７
．６
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．７

４
．７

５
．１
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料
費

世
帯
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年
齢 ３０
歳
未
満

３０
歳
以
上
４０
歳
未
満

４０
歳
以
上
５０
歳
未
満

５０
歳
以
上
６０
歳
未
満

６０
歳
以
上
７０
歳
未
満

７０
歳
以
上
８０
歳
未
満

８０
歳
以
上 合
計

３０
歳
未
満

３０
歳
以
上
４０
歳
未
満

４０
歳
以
上
５０
歳
未
満

５０
歳
以
上
６０
歳
未
満

６０
歳
以
上
７０
歳
未
満

７０
歳
以
上
８０
歳
未
満

８０
歳
以
上 合
計

ジ
ャ
ワ
島
合
計

３０
歳
未
満

３０
歳
以
上
４０
歳
未
満

４０
歳
以
上
５０
歳
未
満

５０
歳
以
上
６０
歳
未
満

６０
歳
以
上
７０
歳
未
満

７０
歳
以
上
８０
歳
未
満

８０
歳
以
上 合
計

３０
歳
未
満

３０
歳
以
上
４０
歳
未
満

４０
歳
以
上
５０
歳
未
満

５０
歳
以
上
６０
歳
未
満

６０
歳
以
上
７０
歳
未
満

７０
歳
以
上
８０
歳
未
満

８０
歳
以
上

合
計

ジ
ャ
ワ
島
合
計

都
市
部

農
村
部

都
市
部

農
村
部

サ
ン
プ
ル
数

構
成
比（

A
）

（
％
）

－１１２－ インドネシア貧困家計の消費行動の数量分析

５
．８

２５
．０

２９
．７

１７
．３

１３
．９
６
．８
１
．７

１０
０
．０

５
．７

２４
．２

２６
．７

１８
．９

１５
．１
７
．２
２
．２

１０
０
．０

２３
．１

７６
．９

１０
０
．０

（
資
料
）
２０
０２
年

SE
SU

N
A

S
個
別
結
果
表
よ
り
計
算
。

（
注
）

表
頭
の
数
値
の
単
位
は
，
１
万
ル
ピ
ア
で
あ
る
。
構
成
比
は
，
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
す
。
ま
る
め
の
誤
差
の
た
め
，
合
計
は
１０
０
％
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

０
．０
０
．０

５０
．０

５０
．０
０
．０
０
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０
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１０
０
．０
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８
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８
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．０
８
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０
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０
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５０
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０
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．０
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０
．０
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．７

１４
．３

１０
０
．０

４
．８
９
．５
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．６

１４
．３

１９
．０
４
．８
０
．０

１０
０
．０

０
．０
０
．０

４０
．０

２０
．０

４０
．０
０
．０
０
．０

１０
０
．０

８０
．８

１９
．２
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０
．０

０
．０
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．１
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６
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０
．０
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．０
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５
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２
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１０
０
．０
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．６
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１０
０
．０
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９
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．０
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０
．０
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４
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０
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１
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９
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３
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０
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１
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２１
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４
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１
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０
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．１
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０
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７
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．８
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１２
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．４
７
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０
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０
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５
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．１
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４
．５
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０
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８
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８
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１０
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１０
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０
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２
．５
２
．５

１４
．２

２２
．５

２６
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２６
．７
５
．０

１０
０
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．６
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０
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３０
歳
未
満

３０
歳
以
上
４０
歳
未
満

４０
歳
以
上
５０
歳
未
満

５０
歳
以
上
６０
歳
未
満

６０
歳
以
上
７０
歳
未
満

７０
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上
８０
歳
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満
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以
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計
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計
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部
合
計
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島
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計
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計
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－１１４－ インドネシア貧困家計の消費行動の数量分析
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点が観察され，消費保険仮説が成立しない点が読みとれる。都市部と農村部と

の総合である全国の場合，同様に，消費保険仮説が成立しない点が読みとれる。

したがって，都市部の貧困家計の消費平滑化の説明に消費保険仮説が妥当する

といえる。しかし，農村部の貧困家計の消費平滑化の説明には別の説明が必要

であるといえる。

消費保険仮説の検証結果における都市部と農村部との対照的な結果について

の考察の手始めに，貧困家計における家計費収支と移転受取額との相関を示し

た表１３の観察を試みる。なお，表１３は，前節の相関表と同様に，都市部と農村

部とについて作成されている。

表１３によれば，都市部と農村部ともに，家計費収支と移転受取額との間に，

明白でないが，負の相関が観察される。しかし，都市部と農村部との間に明白

な差異が観察されない。因みに，個別サンプルを用いて計算した家計費収支と

移転受取額との相関係数は，都市部の場合マイナス０．２４となり，農村部の場合

マイナス０．２９となり，家計費収支と移転受取額との間に，若干の負の相関が存

在しているが，両者の間に明白な差異が存在しない(22)。表１３の相関表を，更に

家計収支赤字家計と黒字家計に分割すると，都市部と農村部ともに，家計収支

表１２ 貧困家計に対する消費保険仮説の検証（ジャワ島，２００２年）

被説明変数

説明変数

全 国 都 市 部 農 村 部
食 料 費
（１）

消費支出総額
（２）

食 料 費
（３）

消費支出総額
（４）

食 料 費
（５）

消費支出総額
（６）

平均食料費（β1） ０．８６４ ０．９１７ ０．６２１
（４．４９４） （５．８８９） （４．７３３）

平均消費支出総額（β1） １．０７９ ０．９８９ ０．６３０
（６．３６４） （７．６５３） （５．４５０）

所得（β2） ０．０６４ ０．２１３ ０．０１８ ０．０６８ ０．３８０ ０．４８５
（２．３４２） （５．５５８） （０．５５５） （１．３７８） （６．５８１） （６．７１２）

家族員数 １．７７１ １．８４７ １．５４ ０．９８８ １．１７７ １．５３９
（３．１４０） （２．３６５） （１．８２２） （０．８５３） （２．４３６） （２．５６９）

定数項 －８．７３１ －９．２１４ －８．１９１ －５．２９１ －５．３９４ －７．０７０
（－３．１２１） （－２．３７９） （－１．８２６） （－０．８６１） （－２．４４１） （－２．５７９）

決定係数 ０．２０２ ０．３８９ ０．３８４ ０．５６６ ０．６１８ ０．６５８
標本数 １４２ １４２ ７０ ７０ ７２ ７２
F－値 ２．９１１ １６．２０７ ０．２５１ １．１０７ ２２．０２７ ２２．９８２

（０．０９０） （０．０００） （０．６１８） （０．２９６） （０．０００） （０．０００）

（注）かっこ内の数値は t－値である。なお，F－値の下のかっこ内の数値は，p－値である。
なお，変数は，家族員数を除いて，すべて，コーホート間の階差値である。
また，仮説：β1＝１，かつβ2＝０ 対する検定は，F－値を用いておこなわれる。

－１２０－ インドネシア貧困家計の消費行動の数量分析

赤字家計の方が，黒字家計の場合に比べて，家計費収支と移転受取額との相関

が高い点と，都市部と農村部との両者の差異が明白でない点とが観察される。

個別サンプルを用いて計算した家計費収支と移転受取額との相関係数は，都市

部赤字家計の場合マイナス０．８３，そして都市部黒字家計の場合０．００２となり，

農村部赤字家計の場合マイナス０．６７，そして農村部黒字家計の場合０．０７となり，

いずれの場合も赤字家計の相関係数は高く，都市部の相関係数の方が，農村部

のそれより，見かけ上，若干大きくなった。

図１０は，表１３の観察結果を基に，都市部と農村部との貧困赤字家計における

世帯主年齢別の純移転受取額を図示したものである(23)。なお，各家計に移転支

払額の情報が存在するので，移転受取額から移転支払額を控除した額を純移転

受取額として，考察の対象として図示した。図１０によれば，世帯主年齢５０歳代

半ばまで，農村部の貧困赤字家計の純移転受取額は，変動少なく推移している

のに比べ，都市部のそれは，大きく変動しながら推移している点が観察される。

そして，見かけ上，都市部貧困赤字家計の純移転受取額が農村部のそれより若

干大きい点が観察される。個別サンプルを用いて計算した都市部赤字家計の純

移転受取額の平均値は，８５，３３２ルピアであり，農村部のそれは，５６，０２５ルピア

であり，約３万ルピア弱農村部赤字家計の純移転受取額の平均値が小さくなっ

た(24)(25)。この点が，消費保険仮説の検証結果に，都市部と農村部との対照的な

結果をもたらした要因の一つであるといえよう。

再度，表１２の農村部における説明変数の係数の推定値に注目しよう。表１２の

（５）列目と（６）列目とによれば，農村部貧困家計の食料費と消費支出総額とを説

明する各説明変数の係数推定値はすべて正であり，かつ，有意となっている。

したがって，表１２の（５）列目と（６）列目とは，消費関数の計測結果になっている

と読むことができる。所得変動の係数β2の推定値より，平均食料費の変動や

平均消費支出の変動の係数β1の推定値が大きくなっている点は，農村部貧困

家計の消費行動は，社会の平均的消費に規定されている部分が強いことを示し

ている(26)。そして，この消費行動が，農村部貧困家計の消費平滑化に貢献して

いるといえる。また，係数β1の推定値が係数β2の推定値より大きく，正で，

かつ推定値が０．６である点と，表１３と図１０との観察結果における農村部貧困家

インドネシア貧困家計の消費行動の数量分析 －１２１－
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計の移転受取額の存在する点とは，弱いながらも，農村部貧困家計において，

消費保険が機能しているといえる(27)(28)。そして，この点も，消費保険仮説の検

証結果に，都市部と農村部との対照的な結果をもたらした要因の一つであると

いえよう。

５．むすび

２００２年調査の家計費調査スサナスを用いて，ジャワ島内貧困家計の消費行動

を，消費保険仮説によって説明できるかどうか検討を試みた。

使用したデータは，インドネシアの家計調査スサナスのジャワ島部分におけ

る２００２年コア部分の家計サンプルとモジュール部分の家計サンプルとを照合し，

各州の都市部と農村部との各貧困ライン以下の家計サンプル３，３０５戸を抽出し，

これを貧困家計のサンプルとしたものである。

世帯主年齢別家計所得平均値と消費支出額平均値とから描き出された貧困家

計の所得と消費とのプロファイルを作成した。これによれば，都市部と農村部

共に，所得変動に比べて消費支出変動の平滑化が観察された。貧困家計におけ

る家計費の配分において，最大の関心事は，稼得所得で消費支出を賄えるかど

うか，すなわち，家計収支である。

家計収支と消費支出の平滑化との関係を探るべく，作成した家計費収支と世

帯主年齢との相関表の観察によれば，両者の間に相関がなく，都市部と農村部

ともに大差なく，家計収支黒字家計と家計収支赤字家計とが，各世帯主年齢の

階級に分布していることが観察された。家計収支と関係あると考えられる種々

の変数を選択し，相関表を作成し，検討した。その結果，所得と家族員数とが

相関していることが確認された。しかし，所得の関数である消費支出総額と家

計収支との相関を確認できなかった。同様に，食料費と家計収支との相関も確

認できなかった。世帯主最終学歴，および，世帯主業種と家計収支との間の相

関も確認できなかった。

家計収支黒字家計と赤字家計との世帯主年齢別消費支出額および食料費のプ

ロファイルを描くと，都市部と農村部共に，家計収支黒字家計と赤字家計との
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プロファイルが近似的なものとなった。

記述統計の観察結果は，貧困家計の消費支出の平滑化に，社会的要因が関与

している点を示唆するものであった。そこで，構成員によるリスク・シェアリ

ングの考え方に基づいた消費保険仮説によって，貧困家計の消費支出平滑化を

説明できるかどうかの検証を試みた。

消費保険仮説の検証は，Maceの方法を用いた。その方法は，世帯の消費変

動を，世帯の平均消費変動と世帯の所得変動とに回帰させ，その係数の推定結

果より検証するものである。

スサナスの調査は１時点のものであり，変動部分が存在しない。そこで，都

市部家計収支黒字家計と家計収支赤字家計，および農村部家計収支黒字家計と

家計収支赤字家計とを，年齢別に集計し，その平均値からなる４つの系列を代

表的な貧困家計のコーホートと見なす擬似パネルを作成した。そして年齢間の

階差を変動と見なし，回帰式を計測した。

消費保険仮説は，都市部の貧困家計において受容されたが，農村部の貧困家

計において拒否された。したがって，都市部の貧困家計の消費支出平滑化を消

費保険仮説で説明できると結論できた。

農村部の貧困家計において，消費保険仮説が拒否された要因の一つに，農村

部の家計収支赤字家計の純移転受取額が都市部のそれに比べて小さい点が指摘

できた。したがって，都市部に比べて農村部の重点的貧困対策が，今後の課題

であるといえる。

農村部の貧困家計の回帰式の計測結果において，平均消費変動の係数の推定

値が所得変動の係数の推定値より大きくなっており，緩いながらも消費保険が

機能しており，農村部の貧困家計の消費支出平滑化を説明しているとも考えら

れる。しかし，農村部の貧困家計の消費支出平滑化を説明する別の仮説を探求

すること(29)が今後の課題であるといえる。

注

＊：小稿は，2004年度日本学術振興会科学研究費「インドネシア農村の貧困とその要
因分析」（課題番号：14402029，研究代表者：本台進）における筆者の研究成果の一
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部である。本研究の機会とスサナスの個別結果表利用の機会とを与えられた国際東
アジア研究センター本台進研究部長，および，研究会においてコメントを与えられ
た国際東アジア研究センター研究員の坂本博氏と瀧井貞行氏とに感謝の意を表す次
第である。しかし，小稿に含まれる誤りは，すべて筆者の責任である。なお，小稿
における記述統計の計算，および回帰計算は，SAS（Statistical Analysis System）ソフ
トウエアを用いておこなわれた。

(1) インドネシア統計年鑑2002年の表12.1 Bより引用した。なお，Tabelは，インドネ
シア語であり，Tableを意味する。STATISTIK INDONESIA 2002 (Statistical Year Book
of Indonesia) , Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, Tabel 12.1 B, p.578.

(2) 定義の引用は，清水谷（2003）によった。Mace, Barbara J., “Full Insurance in the Pres-
ence of Aggregate Uncertainty”, Journal of Political Economy, Vol.99, No.5, 1991,
pp.928‐956. Cochrane, John H., “A Simple Test of Consumption Insurance”, Journal of
Political Economy, Vol.99, No.5, 1991, pp.957‐976. Dynarski, Susan and Gruber,
Jonathan, “Can Families Smooth Variable Earnings?”, Brooking Papers on Economic Ac-
tivity, No.1, 1997, pp.229‐303. 清水谷諭「90年代における所得変動と消費：ミクロ
データによる消費保険仮説の検証」内閣府経済社会総合研究所『経済分析』第169
号，2003年，51‐69頁。

(3) PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI PENDUKU INDONESIA 2002 (Expenditure for
Consumption of Indonesia 2002) , Buku 1, Padan Pusat Statistik, Jakarta, 2003, pp.1‐17.

(4) 調査表の項目については，次を参照されたい。なお，この刊行物は，コア部分の
集計公表刊行物である。STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT 2002 (Welefare Statis-
tics 2002) , Padan Pusat Statistik, Jakarta, 2003, pp.i‐xxvii.

(5) 貧困ラインの水準は，毎年，一人当たり消費支出額を用いて，州別に都市部と農
村部とに分けて設定されている。各州の都市部と農村部との貧困ラインの水準は，
2002年インドネシア統計年鑑より採った。STATISTIK INDONESIA 2002, op.cit ., Tabel
12.6, Tabel 12.7, pp.583‐584.

(6) 世帯と人口とは異なるが，インドネシア全体の貧困ライン以下の人口分布は，都
市部に34.6％，農村部に65.4％分布している。農村部と都市部との貧困家計の世帯
員数が同数と仮定すれば，分析に用いるサンプルは，農村部に偏りを持っている
かもしれない。人口分布の数値は統計年鑑によった。STATISTIK INDONESIA 2002,
ibid ., Tabel 12.1 B, p.578.

(7) 世帯と人口とは異なるが，ジャワ島内の貧困ライン以下の人口分布は，ジャカル
タ特別州が1.4％，西ジャワ州が23.7％，中部ジャワ州が35.0％，ジョクジャカルタ
特別州が3.0％，および東ジャワ州が36.9％となっている。各州の貧困家計の世帯
員数が同数と仮定すれば，分析に用いるサンプルは，地域的にうまく分布してい
るといえる。人口分布の数値は統計年鑑により計算した。STATISTIK INDONESIA
2002, ibid ., Tabel 12.5, p.582.

(8) 資産所得には，持ち家の見積もり家賃が含まれる。また移転所得は，この所得に
含まれない。

(9) 横軸の左端は，20歳以下を示し，右端は，81歳以上を示す。以下の図も同じであ
る。

(10) 都市部の世帯主年齢22歳のサンプルの所得に異常値があり，世帯主年齢22歳の所
得は，除外して図示した。図2の場合も同様である。

(11) 個別サンプルを用いて計算した両者の間の相関係数は，都市部の場合と農村部の
場合とも，マイナス0.05であり，両者の間の相関はないといえる。
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(12) 都市部の赤字家計の70歳以上家計クラスは例外で，マイナス10万ルピア以下の赤
字サンプルの比率が高くなっている。

(13) 個別サンプルを用いて計算した家計費収支と所得との相関係数は，都市部の場合
0.88となり，農村部の場合0.81となり，両者ともゼロとなる確率は0.01%以下となっ
た。

(14) 個別サンプルを用いて計算した家計費収支と消費支出総額との相関係数は，都市
部の場合マイナス0.05となり，農村部の場合マイナス0.02となり，家計費収支と食
料費との相関も，都市部の場合マイナス0.10となり，農村部の場合マイナス0.05で
あり，家計費収支と消費支出総額との間および家計費収支と食料費との間の相関
はないといえる。

(15) 個別サンプルを用いて計算した家計費収支と家族員数との相関係数は，都市部赤
字家計の場合マイナス0.33，そして都市部黒字家計の場合0.12となり，農村部赤字
家計の場合マイナス0.20，そして農村部黒字家計の場合0.12となり，いずれの場合
も赤字家計の相関係数は高くなった。

(16) 個別サンプルを用いて計算した世帯主年齢と消費支出総額との相関係数は，都市
部の場合マイナス0.12となり，農村部の場合マイナス0.11となり，世帯主年齢と食
料費との相関も，都市部の場合マイナス0.11となり，農村部の場合マイナス0.09で
あり，世帯主年齢と消費支出総額との間および世帯主年齢と食料費との間の相関
はないといえる。

(17) Mace, op.cit ,.
(18) (1)式の定式化は，次のようにしてなされた。共通の情報の下で生じる事象の確率
を仮定し，個人の効用関数が，それぞれの事象に対する消費と効用のショックと
からなると仮定し，個人の生涯の期待効用を定義する。個人の受け取る消費財賦
存量と全体の消費財賦存量とを定義する。社会の計画者は，各期における消費総
計と全体の消費財賦存量とが等しいという制約の下に，各個人に与えたウエイト
で加重合計した生涯効用を最大化するように，消費財を配分する社会を想定する。
効用関数を具体的に指数関数として定式化し，一階の階差をとることによって，(1)
式が誘導される。この際，個人の受ける効用への純ショックの変化が個人の所得
変化で代用されている。Mace, ibid .

(19) 25歳未満および61歳以上の擬似コーホート作成の際のサンプル数が少なくなり，
特定のサンプルの特性が強く現れるため計測対象から除外した。

(20) 世帯属性を示す変数として，家族員数以外の変数の追加が試みられたが，いずれ
も有意な結果が示されなかったので，それらは除外された。

(21) Maceの定式化の過程で，平均消費変動は，サンプルの消費変動の平均値となって
いる。しかし，小稿の場合，1期間のサンプルが4個と少なく，データの作成過程
から加重平均が妥当と考え，疑似パネル作成前のデータより，全国，都市部，お
よび農村部における年齢別平均値を作成し，平均消費変動部分を作成した。

(22) 両相関係数とも，ゼロと差を検定する p－値は，0.0001以下であった。
(23) 図10において，世帯主年齢20歳以下の都市部と農村部との値と64歳の都市部の値
とは，他の年齢の値に比べて極端に大きな値となったので，省略した。

(24) 都市部赤字家計の純移転受取額の平均値と農村部のそれとの差の検定をおこなっ
たところ，両サンプルグループの分散が等しいと仮定した場合，t－値が3.46であ
り，それらの分散が異なると仮定した場合の t－値が3.34であり，両者とも有意水
準1％で差があるといえる。

(25) 農村部赤字家計の純移転受取額の平均値は，都市部のそれの65.7％の水準である。
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2002年の農村部貧困ラインの水準は，都市部のそれの74.0%と比較して，農村部赤
字家計の純移転受取額の比率は低すぎるといえる。貧困ラインの比率は，2002年
統計年鑑より計算した。STATISTIK INDONESIA 2002, op. cit ., Tabel 12.1 B, p.578.

(26) 消費理論における顕示効果のような力が働いていることが考えられる。
(27) ここでは，理論モデルから誘導されたβ1＝1，かつ，β2＝0といった厳密な条件を，

もちろん満たしていない。しかし，係数β1の推定値が有意に1と差が存在するが，
筆者は，係数β1の推定値が0.6である点に意味があると考える。

(28) Townsend（1994）によるパネルデータを用いたインド南部の貧困3か村の家計支出
に対する消費保険仮説は，統計的に拒否されたが，貧困家計の消費が村の平均的
消費に伴って動き，家計の所得の変動と無関係な点を，彼は指摘している。Toensend,
Robert M., “Risk and Insurance in Village India”, Econometrica , Vol.62, No.3, 1994,
pp.539‐591.

(29) 例えば，Deatonは，別の形で，開発途上国の家計の消費平滑化について多くの著
作を発表しており，理論と実証についてのサーベイもおこなっている。前者につ
いて1992年の著作や，後者について1989年と1997年との著作があげられる。Deaton,
Angus, “Saving in Developing Countries : Theory and Review”, Proceedings of the World
Bank Annual Conference on Development Economics, Washington D.C., 1989, pp.61‐96.
Deaton, Angus, “Saving and Income Smoothing in Côte d’Ivoire”, Journal of African
Economies, Vol.1, No.1, 1992, pp.1221‐1248, Deaton, Angus, “Household Saving in
LDCs : Credit Markets, Insurance and Welfare, Scandinavian Journal of Economics,
Vol.94, No.2, 1992, pp.253‐273. Deaton, Angus, The Analysis of Household Surveys : A
Microeconometric Approach to Development Policy, World Bank, Washington D.C., 1997.
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